
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
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十
年
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五
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参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
特
別
措
置
の
対
象
と
な
る
駐
留
軍
関
係
離
職
者
及
び
漁
業
離
職
者
に
は
、
年
齢
や
経
験
な
ど
の
理
由
で
再
就
職
が
困
難
な

高
年
齢
者
が
多
く
、
本
措
置
に
よ
る
再
就
職
の
実
績
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
希
望
す
る
対
象
者
の
確
実
な

再
就
職
に
つ
な
が
る
よ
う
、
職
業
訓
練
の
内
容
提
供
方
法
等
を
個
々
の
離
職
者
の
年
齢
や
経
験
に
応
じ
た
も
の
に
見
直
す
ほ

か
、
職
業
訓
練
等
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
運
用
に
向
け
て
抜
本
的
な
見
直
し
を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
駐
留
軍

関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
駐
留
軍
関
係
離
職
予
定
者
に
行
わ
れ
る
離
職
前
職
業
訓
練

の
内
容
と
水
準
を
考
慮
し
つ
つ
、
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
就
職
指
導
及
び
職
業
紹
介
を
本
人
の
適
性
を
踏
ま
え
た
上
で
行

う
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
「
駐
留
軍
関
係
離
職
者
帰
す
う
状
況
調
査
」

を
対
象
者
の
負
担
の
軽
減
に
配
慮
し
た
上
で
再
開
す
る
こ
と
を
含
め
、
離
職
者
の
ニ
ー
ズ
や
再
就
職
の
実
態
把
握
に
努
め
る



こ
と
。 

二
、
と
り
わ
け
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て
は
、
「
再
編
実
施
の
た
め
の
日
米
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
基
づ
く
在
日
米
軍
の

再
編
や
そ
の
他
の
米
軍
側
の
事
情
な
ど
に
よ
る
離
職
者
の
発
生
状
況
や
規
模
、
対
象
者
の
希
望
等
を
で
き
る
だ
け
早
期
に
把

握
し
、
本
法
に
基
づ
く
措
置
の
有
効
性
を
分
析
し
た
上
で
、
駐
留
軍
等
労
働
者
の
雇
用
の
維
持
と
生
活
の
安
定
等
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
法
制
度
の
在
り
方
を
含
め
必
要
な
支
援
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三
、
ま
た
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
駐
留
軍
等
労
働
者
に
つ
い
て
時
間
外
労
働
等
に
関
す
る
労
使
協
定
の
締
結
及
び
行
政
官
庁
へ

の
届
出
等
、
我
が
国
の
労
働
法
令
の
趣
旨
に
則
っ
た
所
要
の
措
置
を
労
務
提
供
契
約
に
盛
り
込
む
こ
と
等
に
つ
い
て
米
国
と

の
協
議
を
進
め
、
早
期
に
改
善
を
進
め
る
こ
と
。 

四
、
在
日
米
軍
に
よ
る
部
隊
の
縮
小
に
際
し
て
は
、
駐
留
軍
等
労
働
者
の
雇
用
の
維
持
等
に
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
等

を
通
じ
、
可
能
な
限
り
駐
留
軍
関
係
離
職
者
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
雇
用
主
と
し
て
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

五
、
国
際
漁
業
再
編
対
策
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
減
船
の
規
模
を
適
切
な
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
代
替
漁
法

へ
の
転
換
等
の
各
種
の
支
援
策
等
を
通
じ
、
漁
業
離
職
者
が
可
能
な
限
り
発
生
し
な
い
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


